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第１章 総 則

この計画は、水防法（以下「法」という。）第３３条の規定に基づき、中間市における水防事

務の調整及びその円滑な実施に必要な事項を規定し、もって市内の水害を警戒防御し、これによ

る被害を軽減することを目的とする。

第２章 水防組織及び事務

本市に水害の発生のおそれが生じたときから、その危険が解消するまでの間、次の組織をもっ

て水防事務を処理する。ただし、災害対策本部が設置された場合は、水防本部はその組織に入る

ものとする。

１ 本部組織

（１）水防本部等の設置

ア 中間市役所内に水防本部を設置する。

イ 水防本部の設置以前に、必要な場合、水防警戒本部を設置する。

（２）組織及び事務分掌

ア 水防本部

（ア）水防本部の組織及び事務分掌は、別表１及び別表１の２のとおりとする。

（イ）消防団（水防団）の組織は別表２のとおりとする。

イ 水防警戒本部

別紙「中間市水防警戒本部設置基準」による。

２ 本部会議

水防本部に本部長、副本部長及び各班長で構成する本部会議を置き、必要に応じ会議を開く。

３ 県地方本部との連絡

水防本部は水防活動を容易に実施するため、水防関係事項について、福岡県北九州水防地方

本部（北九州県土整備事務所）（以下「県地方本部」という。）と緊密かつ迅速な連絡をとり、

被害の軽減・防止に努めるものとする。

４ 水防本部係員の非常参集

事務分担する係員等は、水防本部の業務開始の指令を受けたときは、直ちに本部に参集し、

水防本部長の指揮を受けるものとする。

第３章 水防予報、水防警報等

次の水防警報の通知を受けた水防管理者（中間市長）は、関係住民に連絡するとともに消防機

関等を待機させ、又は必要に応じて出動その他の処置を行うものとする。

１ 国土交通大臣が気象庁長官と共同で洪水予報を行う河川（法第１０条第２項）

遠賀川 犬鳴川

２ 国土交通大臣による水防警報河川（法第１６条第１項）
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遠賀川 黒川 西川 笹尾川

３ 国土交通大臣による避難判断水位到達情報通知及び周知河川（法第１３条第１項）

黒川 西川 笹尾川

４ 水防管理者（中間市長）が水防警報を行う河川

新々堀川

第４章 重要水防箇所

重要水防箇所は別表３及び別表３の２のとおりとする。

第５章 水防に関する連絡・広報

第１節 情報の収集・広報及び連絡系統

水防活動に必要な情報の収集及び市民に対する広報並びに部内及び部外機構との連絡は

別表４及び別表４の２により、それぞれ行うものとする。

第２節 水位・雨量の情報

河川の水位観測は、国土交通省遠賀川河川事務所において観測された水位情報を逐次記

録するとともに、各河川の上流市町村における降雨量の状況を調査し警戒するほか、中間

市消防本部において毎時雨量観測を行うものとする。

第３節 危険事態発生の通報連絡

堤防決壊等の危険事態が発生した場合は、水防本部は法第２５条の規定により直ちにそ

の旨を関係機関に通報するとともに、対策措置を講ずるものとする。

（ 通 報 連 絡 ）

水防本部長

緊 急 避 難 措 置

災 害 救 助 物 資

災 害 箇 所 補 修 措 置

応 援 要 請 措 置

県 地 方 本 部 下 流 側 関 係 機 関

農 林 事 務 所 同 上

警 察 、 そ の 他 同 上
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第６章 水防活動

第１節 水防非常配備

本市に水害が発生し、又は発生のおそれがある場合、水防本部長は所属職員の水防非常

配備への切替えを迅速確実に行うとともに、事態に即応して職員の配備体制を次の三段階

に分けて対処する。

◎ 第１配備体制（待機）

遠賀川が水防団待機水位（２．４０ｍ）に達し、はん濫注意水位（３．７０ｍ）に達する

と思われるときにとる体制で、最小限度の人員をもって危険箇所の警戒及び情報の収集連絡

にあたり、事態の推移によっては、強化配備に移行する。

◎ 第２配備体制（準備）

遠賀川が水防団待機水位（２．４０ｍ）を超え、はん濫注意水位（３．７０ｍ）を突破す

ると思われるときにとる配備で、所要人員を増員し直ちに水防活動が遂行できる体制

◎ 第３配備体制（出動）

遠賀川がはん濫注意水位（３．７０ｍ）に達し、なお、上昇の見込みがあるときにとる配

備で、所要人員のほか地区住民の総力を結集して、これに対処する体制

◎ 第４配備体制

遠賀川がはん濫注意水位（３．７０ｍ）以下に下がったが、当分の間、必要最小限の人員

をもって事態の推移を監視する体制

第２節 水防機械器具及び資材

１ 水防資器材は、別表５のとおりとし、状況によって必要な箇所に分散配置する。

２ 水防資器材の補給については、緊急補給の方途を講じておくとともに、これらによってもな

お資器材が不足又は緊急調達が困難なときは、県地方本部に補給要請をする。

第３節 輸 送

水防本部長は、管内のあらゆる状況を考慮した輸送経路を別表６のとおり作成するとと

もに、状況に応じて適切な指令を行うものとする。

第４節 監視と警戒

１ 常時監視

水防管理者又は消防機関の長は、常時監視員を設けて随時区域内を監視し、水防上危険と認

められる箇所があるときは、必要な措置を講じ、県地方本部に連絡しなければならない。

２ 非常監視

水防本部長は、出動命令を発したときから解除するまでの間、水防警戒を厳重にし、特に重

要水防区域及び水防警戒区域を巡回し、異常事態を発見した場合は、県地方本部に報告すると

ともに必要な措置をとるものとする。

３ 監視の要点

前項の監視に当たっては、特に次の事項に注意しなければならない。

（１）居住地側堤防斜面等の漏水又は飽水による亀裂及び欠け崩れ並びにパイピング現象

（２）川側堤防斜面で水当たりの強い場所の亀裂又は欠け崩れ
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（３）堤防上面の亀裂又は沈下

（４）堤防から水があふれる状態

（５）水門の両袖又は底部よりの漏水と扉の状態

（６）橋梁その他河川工作物と堤防取付部の状態

４ 水門等の操作

水門等の管理者は、水位に関係した洪水予報を受理したときは特に水位の変動を監視し、事

態に応じて門扉の開閉を行わなければならない。

５ 警戒区域

法第２１条の規定により、別表３及び別表３の２の重要水防箇所、監視、通報等をもとに、

状況に応じて警戒区域を設定するものとする。

第５節 水防活動時における安全配慮

水防活動を実施するときは、活動に従事する班員や消防団員自身の安全確保に留意する

ものとする。避難誘導や水防作業の際も、安全を確保する装備や連絡体制等に配慮するも

のとする。

第７章 水防信号及び標識

並びに身分証明

第１節 水防信号

福岡県水防計画に基づき本市で用いる水防信号は、次のとおりとする。

（１）信号は適宜の時間継続すること。

（２）避難を知らせる場合は、口頭伝達も併せて行うこと。

（３）危険を確認したときは、口頭伝達により周知させること。

第２節 水防標識

１ 緊急通行の標識

水防に従事する水防本部員並びに関係者が出動するときは、標識として次の腕章をつけるも

のとする。

種 別 区 分 サ イ レ ン 信 号

第１信号
第１配備体制の配

備を知らせる場合

（５秒）（15秒）（５秒）（15秒）（５秒）

○－ 休止 ○－ 休止 ○－

第２信号 第２以下同
（５秒）（６秒）（５秒）（６秒）（５秒）

○－ 休止 ○－ 休止 ○－

第３信号 第３以下同
（10秒）（５秒）（10秒）（５秒）（10秒）

○－ 休止 ○－ 休止 ○－

第４信号
住民に避難を知ら

せる場合

（１分） （５秒） （１分）

○－ 休止 ○－
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水 防 １０ｃｍ

中 間 市

１７ｃｍ

２ 優先通行車両の標識

法第１８条により水防のため優先通行できる車両の知事が定めた標識は、次のとおりとする。

全体の背景の色 白

中央のマークの色 赤

３ 法第４９条第２項による水防職員の身分証明は、次のとおりとする。

表 裏

６cm

第２節 水防標識

１ 緊急通行の標識

（
白
地
文
字
は
赤
）

中 間 市

約６０

cm

約９０cm

水

防

職

員

証

職

名

姓

名
年
月
日
生

右
者
本
市
水
防
職
員
た
る
こ
と
を
証
す
。

年

月

日

中
間
市
長

心

得
一
、
記
名
以
外
の
者
の
使
用
を
禁
ず
。

二
、
本
証
の
身
分
を
失
っ
た
と
き
は
、

直
ち
に
本
証
を
返
還
す
る
こ
と
。

三
、
本
証
は
水
防
法
の
規
定
に
基
づ
く

立
入
証
で
あ
る
。

９
㎝

（水色）
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第８章 相互協定と応援

第１節 他の管理団体との相互協定

水防管理者は、隣接する水防管理団体と予め応援等水防事務に関する相互協定を行い、

水防活動の円滑を図るものとする。

第２節 中間市災害対策協力会との応急対策業務に関する協定

水防本部長は、状況に応じて水防活動に必要な資器材の調達、作業員の出動等を「災害

時における応急対策業務に関する協定」に基づき、災害対策協力会に要請するものとする。

第３節 応 援

水防本部長は、法第２３条に基づき緊急の場合必要があるときは、他の水防管理者に対

し応援を求めることができる。

また、他の水防管理者より応援を求められた場合は、できる限りその求めに応じなけれ

ばならない。

第４節 河川管理者の協力

河川管理者である国土交通省は、水防管理者と協議の上、河川に関する情報の提供、水

防訓練への参加、備蓄資材の提供等、水防活動の協力を行うものとする。

第９章 自衛隊及び警察官の出動要請等

第１節 自衛隊の派遣要請の要求

災害が著しく拡大した時又は拡大するおそれを生じたときは、水防本部長は県知事に対

し次の要領により、自衛隊の派遣要請を要求するものとする。ただし、特に緊急な場合は

最寄りの部隊あてに連絡後、要求手続きを行う。

１ 要請方法

文書とする。ただし、まず最も早い方法（電話・ファックス）で連絡した後、速やかに要求

書を提出する。

２ 派遣要請要求書の記載事項

（１）災害の状況及び派遣要請を要求する理由

（２）派遣を必要とする期間

（３）派遣を希望する人員、航空機等の概要

（４）派遣を希望する区域及び活動内容

（５）その他参考となる事項

第２節 警察官の出動要請

法第２２条の規定により水防のため必要な場合は、警察署長に対して警察官の出動を要

請するものとする。
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第１０章 水防費用と公用負担

第１節 水防費用

管轄区域内の水防に要した費用は、市が負担するものとする。ただし、他の水防管理団

体への応援のために要した費用の負担は、被応援団体と協議して区分、金額等を定めるも

のとする。

第２節 公用負担

１ 法第２８条の規定に基づき、水防のため緊急の必要があるときは、水防本部長は水防の現場

において、次の権限を行使することができる。

（１）必要な土地の一時使用

（２）土石、竹木その他の資材の使用又は収用

（３）車両その他の運搬用具又は器具の使用

（４）工作物その他の障害物の処分

２ 前項の権限行使によって所有者、管理者等損失を受けた者に対しては、時価によりその損失

を補償するものとする。

第１１章 水防報告と記録

第１節 水防報告

水防活動あるいは水防訓練の結果について、法第４７条の規定に基づき行う報告は、次

によるものとする。

（１）要 領

水防体制から常時に復したとき（１０日以内）又は訓練を終了したときは、水防本部

長は水防実施状況報告書等に次の事項を付記し、県地方本部を経由して県知事に報告し

なければならない。

ア 天候の状況

イ 洪水増減の状況

ウ 水防（消防）機関に属する者の出動時刻及び人員

エ 堤防その他の施設の被害の有無

オ 水防作業の状況

カ 使用資材の種類及び数量並びに消耗品等の回収状況

キ 法第２８条の規定による公用負担の種類及び員数

ク 応援の状況

ケ 居住者の状況

コ 警察官の出動状況

サ 現場指揮者の氏名

シ 立退の状況

ス 罹災者の状況
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セ 殊勲者及びその功績

ソ 今後の水防について考慮を要する点

（２）様 式

水防実施状況報告書及び水防訓練報告書の様式は、別表７及び別表８のとおりとする。

第２節 水防記録

１ 水防日誌

水防活動を開始したときは、水防日誌（別表９）を作成し、必要に応じて現場写真を撮影し

て、当時の状況を記録しておくものとする。

２ 水防資材受払簿

水防本部長は水防資材受払簿（別表１０）を作成し、水防資材の受払等を明確にしておくも

のとする。

第１２章 その他

第１節 避難及び立退き

１ 高齢者等避難の発令

水防本部長は、中間水位観測所において、避難判断水位（５．００ｍ）に到達し、かつ、そ

の後も水位の上昇が見込まれる場合には、高齢者等避難を発令する。

２ 避難指示の発令

水防本部長は、中間水位観測所において、はん濫危険水位（５．４０ｍ）に到達し、かつ、

その後も水位の上昇が見込まれる場合には、避難指示を発令する。

また、水防本部長は、中間水位観測所において、計画高水位（６．２０８ｍ）に到達するお

それがあり、その後も水位の上昇が見込まれる場合には、緊急時に円滑な避難ができるよう、

住民に周知徹底を図るものとする。なお、法第２９条に基づき居住者に立退きの指示をする

場合には、警察署長にその旨を通知するものとする。

第２節 水防非常態勢の解除

水防本部長は水位がはん濫注意水位（３．７０ｍ）以下に減じ、警戒の必要がなくなっ

たと認めたときは、水防非常配置を解除するとともに、一般に周知しなければならない。

第３節 公務災害補償

水防に従事したものが公務により死亡し、又は負傷し、若しくは病気になったときは、

政令で定める基準又は市の条例の定めるところにより、本人又はその遺族等にこれらの原

因によって受ける損害を補償しなければならない。

第４節 水防功労者の報償及び表彰

１ 報 償

国土交通大臣は、水防管理者の所轄の下に水防に従事した者で、当該水防に関し著しい功労

があると認められる者に対し、「水防功労者表彰規則」で定めるところにより、報償を行うこ

とができる。
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２ 表 彰

国土交通大臣は、水防功労が顕著なもので上記報償に該当しないものについて、「国土交通

省表彰規程」を適用し、表彰することができる。

第５節 水防訓練

水防技術の向上、水防思想及び河川愛護の普及のため県地方本部等の指導を受け、次の

要領で水防訓練等を実施するものとする。

１ 想定訓練

（１）気象状況

（２）水位及び降雨の状況

（３）洪水予報（水位、雨量の通報訓練を兼ねる。）

（４）危険箇所

（５）状況変化

２ 作業訓練

（１）水防作業員の招集出動

（２）水防工法の選定及び実習

（３）必要資器材の種類及び数量の判定

（４）資器材運搬の状況

（５）作業開始から終了までの動作と出来上がりの判定

（６）状況変化による次期作業についての判定

第６節 防災知識の広報周知

水防管理者は、水防に必要な次の事項について各関係機関及び団体と協力し、その広報

周知を図るものとする。

（１）市民の水防協力認識の向上

（２）気象予報、水防警報の伝達方法（特に夜間）

（３）堤防等の異常発見の通報及び応急処置

（４）重要水防区域、資材運送方法等

（５）洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域等

第１３章 計画の更新

水防計画は、毎年防災会議に諮り、その承認を得て更新するものとする。



◎印は班長

企画課

出納経理班

◎会計課長

建 設 課
都 市 計 画 課
商 工 観 光 課

農 業 政 策 課

上下水道班

介 護 保 険 課

こ ど も 未 来 課

選挙管理委員会事務局

監 査 委 員 事 務 局

環 境 保 全 課

人権男女共同参画課

教育施設班

作業班

◎市民部長

予備班

◎議会事務局長

別表　１

水防組織

◎　 

消防
本部

次長

消防署長 　　　署　　　員　　

消防団副団長 　　　団　　　員

受援班
◎総務課長
◎財政課長

総　務　課
財　政　課

副　市　長
情報連絡班

デジタル推進課
◎未来創造部長 公共施設管理課

教　育　長

会　　　計　　　課

消　防　長

技術班
◎建設産業部長
(建設産業部参事)

消防団長

指
　
揮
　
班

上 水 道 課
下 水 道 課◎環境上下水道部長

医 療 保 険 課

衛生救護班 健 や か 育 成 課

生 活 支 援 課
◎保健福祉部長

福 祉 支 援 課
(保健福祉部参事)

教育総務課
学校教育課
生涯学習課

◎教育部長　　　　　　　　　
○

調査班
◎契約課長

水防警戒本部設置基準
付紙第１による

水防警戒本部設置基準
付紙第２による

指 名 以 外 の 課 等

本

部

長

市

長

副

本

部

長

(

総
務
部
参
事
）

　
総
務
部
長

安

全

安

心

ま

ち

づ

く

り

課

- 10 -



-11 -

別表 １の２

水防本部組織事務分掌

班 別 正 副 班 長 事 務 分 掌

指揮班 ◎総務部長

(総務部参事)
〇安全安心まちづくり課長

○安全安心まちづくり課主幹

費用負担・公用負担事務

気象情報等の収集 公務災害補償事務

水防資材の配備、管理

自衛隊及び警察の派遣要請の要求

作業員の配備 県有水防資材の補給要請

その他他班に属さない事項

避難輸送の計画

受援班 ◎総務課長（人的支援）

◎財政課長（物的支援）

○総務課主幹

○総務課課長補佐

（人的支援）

関係機関への派遣要請の要求 各班、各課への連絡調整

職員の安否確認 応援職員の配置

（物的支援）

各班との必要物資の調整 搬入物資に関すること

本市保管分の物資に関すること 物資の配布

情報連絡班 ◎未来創造部長

○企画課長

○企画課主幹

○デジタル推進課長

○公共施設管理課長

各地の被害状況の調査記録

水防情報の伝達及び収集記録

被害状況の記録、集計及び災害写真撮影

他市町村及び関係機関の情報連絡調整

公共施設の管理 必要車両等の確保及び調整

緊急通報に関すること 非常用電源に関すること

出納経理班 ◎会計課長 水防資材・器材の購入支払

罹災者の救助に要した経費の支払

水防諸経費の出納・経理

技術班 ◎建設産業部長

(建設産業部参事)
○建設課長

○都市計画課長

○商工観光課長

○農業政策課長

道路・河川・一般土木の被害状況調査及び応急処置

公営住宅等の被害状況調査及び応急処置

水防工作の指導

水門閘門・えん堤等の操作

応急仮設住宅の建設

土のうに関すること。

農林商工業関係の被害状況調査及び応急処置

農産物の災害予防

種苗流出の場合の種苗あっせん

災害農産物の病害予防

食料品その他生活必需品の確保に関する事項

上下水道班 ◎環境上下水道部長

○上水道課長

○上水道課主幹

○下水道課長

取水施設・浄水場・配水池及び送水施設に関する事項

水質及び給配水管の管理に関する事項

水害時の給水計画及び応急給水に関する事項

下水道施設の被害状況調査及び応急処置
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班 別 正 副 班 長 事 務 分 掌

衛生救護班 ◎保健福祉部長

(保健福祉部参事)
○介護保険課長

○介護保険課主幹

○こども未来課長

○医療保険課長

○健やか育成課長

○生活支援課長

○福祉支援課長

○福祉支援課主幹

○選挙管理委員会事務局長

○監査委員事務局長

○環境保全課長

○人権男女共同参画課長

避難所、避難経路の選定誘導

要配慮者の避難誘導

炊出し及び食料の配給

救援用物資の確保及び収配

出水後の防疫

福祉施設の被害状況調査及び応急処置

医療救護活動の支援

ペット同行避難

その他衛生救護に関する事項

教育施設班 ◎教育部長

○教育総務課長

○学校教育課長

○生涯学習課長

児童・生徒等の避難誘導

応急教育に関する事項

教科書その他学用品の調達及び配給

学校給食に関する事項

学校教育施設の被害状況調査及び応急処置

史跡・文化財の被害状況調査及び応急処置

史跡・文化財施設での避難誘導

学校教育施設（指定避難所）の開設準備及び開設後の管理

その他学校災害・史跡文化財災害に関する他機関との連絡

調査班 ◎契約課長

○市民課長

○市民課主幹

被害状況調査・情報収集

（被害状況調査区域職員との連絡調整）

作業班 ◎市民部長

○課税課長

○収納課長

災害現場における水防活動

被害の拡大防止措置

予備班 ◎議会事務局長

○議会事務局次長

議員との連絡調整

各班要員の不足補充

消防本部 ◎次長

○消防総務課長

○警防課長

○予防課長

救助及び救急活動

消防団との相互応援支援指揮命令の伝達

水位通報、雨量通報受信

水防資器材の輸送

水防区域の警戒巡視

水防信号の操作

消防団 ◎副団長

○本部部長

罹災者の救出、救助活動

災害現場の応急対策活動

避難住民の誘導補助

水防区域の警戒巡視
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別表 ２

消防分団（水防団）組織

活動隊長 活動隊員 区 域 連絡員

第１分団長

第１分団員

地区住民

唐戸、本町、鳥森、新手、中尾、中町、

松ヶ岡一区、松ヶ岡二区、土手ノ内一丁目、

土手ノ内二区、土手ノ内三丁目、小田ヶ浦

団 員

市職員

第２分団長

第２分団員

地区住民

昭和町、屋島、川端、御館町、岩瀬南町、

片峯町、栄町、浄花町、中鶴一区、中鶴二丁目、

中鶴三区

第３分団長

第３分団員

地区住民

岩瀬北町、自由ヶ丘、岩瀬東町、下蓮花寺、

上蓮花寺、太賀一区、太賀二区、太賀三区、

徳若、岩瀬西町一区、岩瀬西町二区、高見、

白天、大根土、曙町、中牟田、宮林、

扇ヶ浦二区

第４分団長

第４分団員

地区住民

通谷一丁目、通谷二区、通谷三区、通谷四区、

桜台、朝霧、鍋山、扇ヶ浦一区、深坂、

弥生町、池田町、大辻町、七重、中央町、

星ヶ丘

第５分団長

第５分団員

地区住民

垣生町、下大隈、上底井野、中底井野、砂山
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別表 ３

重要水防箇所

市内で災害が予想される箇所

◎ 土石流が発生するおそれのある箇所（ボタ山）

◎ がけ崩れ等のおそれのある箇所

地 区 名 予 想 さ れ る 箇 所

上蓮花寺・蓮花寺 上蓮花寺・蓮花寺の一部

大辻・深坂一丁目 大辻・深坂一丁目の一部

番号 地 区 名 予 想 さ れ る 箇 所

１ 垣生 垣生公園裏、垣生８組

２ 岩瀬西町５３番７、８号 裏の法面

３ 岩瀬二丁目２９番、３０番 裏付近

４ 岩瀬三丁目 中間北中学校北側法面、東側法面

５ 岩瀬三丁目 北中学校南側

６ 岩瀬三丁目６番 ６番２３号東側及び北側山

７ 蓮花寺三丁目２０番 光林寺裏山

８ 蓮花寺二丁目4993－3 裏山

９ 蓮花寺二丁目 プリンス二番館裏山

１０ 蓮花寺二丁目１５－１０ オートランドサカグチ裏山

１１ 蓮花寺二丁目１０番 １０番東側の山（いではら北側）

１２ 蓮花寺二丁目１４番 裏山

１３ 太賀 太賀団地北側斜面（平四郎裏山）

１４ 太賀一丁目６番 太賀神社裏法面

１５ 中間四丁目３番８号 裏の法面

１６ 中央一丁目８番１４号 裏の法面

１７ 小田ヶ浦一丁目１２番 松田建設資材置場裏

１８ 通谷一丁目１５番 西側法面（コンクリート吹付）

１９ 朝霧二丁目２番・３番・４番 給水塔南側斜面

２０ 朝霧三丁目 南中学校下・朝霧池南側の法面

２１ 深坂二丁目 １０番北側法面

２２ 池田一丁目２５番３２号 ヤマザキショップ裏法面

２３ 深坂二丁目１７－１０ 裏山

２４ 深坂一丁目６－１ 南側法面

２５ 深坂一丁目１５番３３号 北側
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※これらの箇所を含め、県知事から指定された土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊・

土石流）、土砂災害危険箇所（法指定外）については、別表３の２を参照

２６ 大辻町５番６号 前の石垣（七重団地北側斜面）

２７ 七重町 七重団地西側

◎ 床上・床下浸水等のおそれのある箇所

箇所番号 地 区 名 予 想 さ れ る 箇 所

① 大字上底井野 ボディーショップ森下付近

② 大字上底井野 御座ノ瀬バイパス付近

③ 大字上底井野 特別養護老人ホーム垣生の里・なのみ園付近

④ 大字上底井野 特別養護老人ホーム垣生の里北側住宅地

⑤ 大字垣生 金沢石油～グランドハイツ垣生

⑥ 大字垣生 垣生アンダーパス

⑦ 土手ノ内一丁目 土手ノ内一丁目３９番と４１番の間の道路

⑧ 土手ノ内二～三丁目 土手ノ内二丁目３番の公園～筑鉄ガード下～希望が丘高校

⑨ 中間一・二丁目 新々堀川周辺

⑩ 中間四丁目４番 片岡ホルモン・建設協同組合付近

⑪ 中央一丁目９番～１２番 中央一丁目９番～１２番前道路(鳥森前バス停付近)

⑫ 中央一丁目 徳若交差点付近

⑬ 中央一丁目５番 セカンドストリート付近

⑭ 中尾一丁目 ローソン中間三丁目店～筑豊中間駅

⑮ 池田一丁目２３番 池田一丁目２３番６号前道路

⑯ 深坂一丁目１～２番 深坂一丁目１～２番前道路

⑰ 池田一丁目２５番 ヤマザキショップ裏口

⑱ 朝霧一丁目３０番 脾胃坂公園付近

⑲ 通谷一丁目３２番 サンパーク通谷前道路

⑳ 岩瀬一丁目５番 さんぞくや付近

㉑ 中央二丁目９番 曲川～石田薬局・曲川沿道路

㉒ 長津二丁目４番 長津二丁目４番前道路

㉓ 岩瀬二丁目２３番 岩瀬二丁目２３番１２号前道路

㉔ 岩瀬四丁目１～２番 岩瀬四丁目１番前交差点～岩瀬北町公民館

㉕ 岩瀬西町 岩瀬第一踏切付近
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◎ 水防上重要と認められる国土交通大臣管理区間の重要水防箇所は次のとおりである。

国土交通大臣管理区間重要水防箇所表

① 遠賀川水系（重要度Ａ）

② 遠賀川水系（重要度Ｂ）

河川名 地 先 名 岸別 位 置 延 長 備 考 水防工法

黒 川 中間市土手ノ内地先 左 0／300～0／400 １００ｍ 越水Ａ 積み土俵

〃 中間市土手ノ内地先 左 0／400～0／700 ３００ｍ

越水Ａ・堤体漏水Ｂ

0／500～0／700

（法崩れ）

積み土俵

シート張り

〃 中間市中間地先 右 0／300～0／500 ２００ｍ 越水Ａ 積み土俵

〃 中間市七重地先 右 1／500～1／700 ２００ｍ 越水Ａ 積み土俵

〃 中間市七重地先 右 2／100～2／500 ４００ｍ 越水Ａ 積み土俵

河川名 地 先 名 岸別 位 置 延 長 備 考 水防工法

遠賀川 中間市垣生地先 左 10／300～10／700 ４００ｍ 越水Ｂ 積み土俵

〃
中間市垣生地先

中間市下大隈地先
左 10／900～11／850 ９５０ｍ 越水Ｂ 積み土俵

〃 中間市浄花町地先 左 9／100 9／300 ２００ｍ 堤体漏水Ｂ シート張り

〃 中間市中間地先 右 10／300～10／500 ２００ｍ 堤体漏水Ｂ シート張り

〃 中間市中間地先 右 10／500～10／700 ２００ｍ
越水Ｂ

堤体漏水Ｂ

積み土俵

シート張り

〃 中間市中間地先 右 11／100～11／500 ４００ｍ 越水Ｂ 積み土俵

〃 中間市中間地先 右 11／700～12／200 ５００ｍ 越水Ｂ 積み土俵

黒川
中間市中間地先

中間市土手ノ内地先
左 0／100～0／300 ２００ｍ 越水Ｂ 積み土俵

〃 中間市土手ノ内地先 左 0／700～0／900 ２００ｍ

堤体漏水Ｂ

（法崩れ）

越水Ｂ

積み土俵

シート張り

〃 中間市中間地先 右 0／100～0／300 ２００ｍ 越水Ｂ 積み土俵

〃
中間市中間地先

中間市中尾地先
右 0／500～1／300 ８００ｍ 越水Ｂ 積み土俵

笹尾川 中間市土手ノ内地先 左 1／100～1／200 １００ｍ 堤体漏水Ｂ シート張り



イオン

中間北中

中間北小

中間駅

中間小

中間市役所

垣生公園

市営球場

筑前垣生駅

底井野小

希望ヶ丘高校

中間西小

中間東中

中間南中
中間南小

通谷公園

曲川

通谷電停

市内で災害が予想される箇所（がけ崩れ等）

①

②

③
④

⑤

⑥

⑦
⑧

⑨

⑩
⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

21

22

23

24

25

26

27

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

垣生 垣生公園裏、垣生８組

岩瀬西町53番7・8号 裏の法面

裏付近岩瀬二丁目29番、30番

中間北中学校北側・東側法面岩瀬三丁目

岩瀬三丁目 北中学校南側

岩瀬三丁目6番 6番23号東側及び北側山

蓮花寺三丁目20番 光林寺裏山

蓮花寺二丁目4933－3 裏山

蓮花寺二丁目 プリンス二番館裏山

蓮花寺二丁目15番10号

10番東側の山（いではら北側）蓮花寺二丁目10番

オートランドサカグチ裏山

蓮花寺二丁目14番 裏山

太賀 太賀団地北側斜面（平四郎裏山）

太賀一丁目6番 太賀神社裏法面

中間四丁目3番8号 裏の法面

中央一丁目8番14号 裏の法面

小田ヶ浦一丁目12番 松田建設資材置場裏

通谷一丁目15番 西側法面（コンクリート吹付）

朝霧二丁目2番・3番・4番 給水塔南側斜面

朝霧三丁目 南中学校下・朝霧池南側法面

深坂二丁目 10番北側法面

池田一丁目25番32号 ヤマザキショップ裏法面

深坂二丁目17番10号 裏山

深坂一丁目6番1号 南側法面

深坂一丁目15番33号 北側

26

26

27

大辻町5番6号

七重町

前の石垣（七重団地北側斜面）

七重団地西側

別表3の2



◎床上・床下浸水等のおそれのある箇所市内で災害が予想される箇所（床上・床下浸水等）消防・建設課

イオン

中間北中

中間北小

中間駅

中間小

中間市役所

垣生公園

市営球場

筑前垣生駅

底井野小

希望ヶ丘高校

中間西小

中間東中

中間南中
中間南小

通谷公園

曲川

測 市役所下 新々堀川（消防）

測 片峰橋 堀川水位（消防）

測 昭和橋 曲川水位（消防）

測 旧中鶴下水処理場　新々堀川（消防）

⑧

⑤

⑥

⑨

③

④

⑰

⑪

21

⑭

⑫

⑱

測 鳴王寺橋 曲川水位（消防）

通谷電停

①

②

⑮

⑯

⑲

⑳

23

22

24

25

⑦

⑩

⑬

1 大字上底井野 ボディーショップ森下付近

２ 大字上底井野 御座ノ瀬バイパス付近

3 大字上底井野 特別養護老人ホーム垣生の里・なのみ園付近

4 大字上底井野 特別養護老人ホーム垣生の里北側住宅地

5 大字垣生 金沢石油～グランドハイツ垣生

6 大字垣生 垣生アンダーパス

7 土手ノ内一丁目 土手ノ内一丁目３９番と４１番の間の道路

8 土手ノ内二～三丁目 土手ノ内二丁目３番の公園～筑鉄ガード下～希望が丘高校

9 中間一・二丁目 新々堀川周辺

10 中間四丁目4番 片岡ホルモン・建設協同組合付近

11 中央一丁目9番～12番 中央一丁目９番～１２番前道路（鳥森バス停付近）

12 中央一丁目 徳若交差点付近

13 中央一丁目5番 セカンドストリート付近

14 中尾一丁目 ローソン中間三丁目店～筑豊中間駅

15 池田一丁目23番 池田一丁目23番6号前道路

16 深坂一丁目1～2番 深坂一丁目１～２番前道路

17 池田一丁目25番 ヤマザキショップ裏口

18 朝霧一丁目30番 脾胃坂公園付近

19 通谷一丁目32番 サンパーク通谷前道路

20 岩瀬一丁目5番 さんぞくや付近

21 中央二丁目9番 曲川～石田薬局・曲川沿道路

22 長津二丁目4番 長津二丁目４番前道路

23 岩瀬二丁目23番 岩瀬二丁目２３番１２号前道路

24 岩瀬四丁目1～2番 岩瀬四丁目1番前交差点～岩瀬北町公民館

25 岩瀬西町 岩瀬第一踏切付近

別表3の2
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別表 ４

情報収集及び広報系統

気象情報
国土交通省遠賀川河川事務所

市

水

防

本

部

福岡管区気象台

県 災 害 対 策 本 部

（福岡県危機管理課）

福 岡 県 水 防 本 部

県 地 方 本 部

（北九州県土整備事務所）

折 尾 警 察 署

交 番

消 防 署

消 防 団

市 民

報道機関

水位状況

カメラ映像

気象情報

（県防災行政無線）

広報

情報収集

水防情報

連絡・指導

情報収集

サ
イ
レ
ン

情
報
収
集

広

報

情
報
収
集

社会福祉協議会

水防情報
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別表 ４の２

水 防 連 絡 系 統

水防本部長

水防本部

指 揮 班

水 防 本 部

各班各方面隊

情報連絡班

福岡県北九州水防地方本部

（６９１－２７６４）

国土交通省遠賀川河川事務所

遠賀川下流出張所

（２０１－１６７５）

県総務部危機管理課

（０９２－６４３－３０１７）

報道関係

折尾警察署

（６９１－０１１０）

関係市町村

九州旅客鉄道㈱ JR九州直方駅

（０９４９－２２－２９６１）

西鉄バス北九州㈱

香月自動車営業所

（６１７－０２８２）

西日本電信電話㈱〔NTT西日本〕

九州支店

（０９２－４７６－６１６１）

九州電力送配電㈱

八幡配電事業所

（６８１－１２８１）

中間市災害対策協力会

（別表５の２）

陸上自衛隊第４０普通科連隊

（９６２－７６８１）

自衛隊芦屋基地

（２２３－０９８１）

県企画・地域振興部市町村振興局

政策支援課

（０９２－６４３－３１７６）

経済産業省九州産業保安監督部

鉱害防止課

（０９２－４８２－５９３３）

ボ

タ

山

防

災

関

係

県県土整備部河川課

（０９２－６４３－３６６６）

中間市社会福祉協議会

（２４４－１２３０）
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県有・中間市・遠賀郡各町水防倉庫別資器材総括表 (令和５年５月)

資器材

管理団体

水 防 施 設 水 防 器 材 水 防 資 材

ト

ラ

ッ

ク

小
型
ジ
ー
プ

一

輪

車

舟

無

線

機

カ

ケ

ヤ

ス

コ

ッ

プ

ハ

ン

マ

タ

コ

ツ

ル

ハ

シ

カ

キ

板

ク

ワ

カ

マ

ザ

ル

ノ

コ

ギ

リ

ト

ビ

ロ

ペ

ン

チ

照

明

灯

ビ
ニ
ー
ル
袋

杭

丸

太

鉄

線

ビ

ニ

ー

ル

シ

ー

ト

ロ

ー

プ

（

巻

）

ロ

ー

プ

（

ひ

も

）

叺

北九州県土整備事務所 2 １ 6 5 2 2 8,000 38 36 15 1

中 間 市 水 防 倉 庫 1 4 5 20 76 5 22 10 12 12 3 1,110 73 3 118 34

水 巻 町 水 防 倉 庫 3 1 38 5 15 1 2 5 6 10 8 1 1 3 3,400 1 40 1

芦 屋 町 水 防 倉 庫 1 4 21 3 15 3 6 3 5 500 4 3

岡 垣 町 水 防 倉 庫 1 1 19 6 23 2 10 11 14 2 6,750 140 172 36

遠 賀 町 水 防 倉 庫 1 6 22 4 26 7 6 4 8 2,180 80 2 38 4

計 3 1 9 12 105 39 161 15 24 5 16 25 20 29 28 8 21 21,940 331 6 408 93 1

別
表

５
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別表 ６ 輸送経路

―
１
９

―

水防本部

消 防 署

水防倉庫

危険箇所

 
防 

危険箇所への輸送経路

輸送経路

本

消

水

水

本

消

防

別表６ 危険箇所への輸送経路

防災倉庫
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別表７

水防実施状況報告書
市長印

水防実施月日
（豪雨）

令和 年 月 日
（台風第 号）

報 告

月 日
令和 年 月 日

出水状況

はん濫注意水位 ｍ

川

出水位 ｍ

連続雨量 ㎜（ 月 日 時～

月 日 時）

最大雨量 ㎜（ 月 日 時～

月 日 時）

最大時間雨量 ㎜（ 月 日 時～

月 日 時）

水防実施箇所 市 町 大字 地先 ｍ

出動人員数

消防団員 警察官 自衛隊 その他 計

人

（内応援 人）

人 人 人 人

水防作業概況

および工法

水 防 効 果

被害防止 実被害

所

要

経

費

団体名

区分

管理

団体分

県支出 計

一

般

災

害

田 町

千円

町

千円 人件費（食糧等

含む）

円 円 円

畑 町

千円

町

千円

物

件

費

物資

家屋 戸

千円

戸

千円 器材

工場 戸

千円

戸

千円 その他

その他

一般土

木災害

千円 千円 小計

小計

町

戸

千円

町

戸

千円

合計 円 円 円

主

要

使

用

資

材

内

訳

俵

（叺袋）

千円

枚

千円

枚

千円

枚

河

川

被

害

堤防 ｍ

千円

ｍ

千円

莚

護岸 ｍ

千円

ｍ

千円

縄

その他

河川

ｍ

千円

ｍ

千円

丸太

小計 ｍ

千円

ｍ

千円

その他

合 計

功労者の氏名年齢

所属及び功績

堤防の決壊等があった時その原因（水防作業者の立場より見て記入）

備考 水防活動に対する自己批判（管理団体で記入）
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別表 ８

水防訓練報告書
市

実施月日

左岸

令和 年 月 日 地先 川筋 大字 地先

右岸

実施団体 団体名

主催者 参加団体

合計 参

観

者 人

小計

参加人員 人 人 人 人 人 人

訓練概要

（訓練内容）

経

費

一般経費 資材費 合計

(A)＋(B) 摘 要

人件費 その他 計（Ａ）かます くい なわ 計（Ｂ）

管理団体

円 円 円 円 円 円 円 円

県支出

円 円 円 円 円 円 円 円

（想定）

（付記） （結果講評）（良かった点、悪かった点）
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別表 ９

水 防 日 誌

水防実施月日
（豪雨）

令和 年 月 日
（台風第 号）

報 告

月 日
令和 年 月 日

出水の概要

はん濫注意水位 ｍ 連続雨量 ㎜（ 月 日 時～月 日 時）

川 最大雨量 ㎜（ 月 日 時～月 日 時）

出水位 ｍ 最大時間雨量 ㎜（ 月 日 時～月 日 時）

水防実施箇所

市 町 大字 地先 ｍ

出動人員数

消防団員 警察官 自衛隊 その他 計

人

（内応援 ）

人 人 人 人

水防作業概況

および工法

水防効果 団体名

区分 管理団体分 県支出分 計

被害防止 実被害

一

般

災

害

田 町

千円

町

千円 所

要

経

費

人件費 円 円 円 食糧等を含む

畑 町

千円

町

千円 物

件

費

物資

家屋 戸

千円

戸

千円 器材

工場 戸

千円

戸

千円 その他

その他

一般土

木災害

千円 千円 小計

合計

小計

町

戸

千円

町

戸

千円

主

要

使

用

資

材

内

訳

俵

（叺袋）

河

川

被

害

堤防 ｍ

千円

ｍ

千円

莚

護岸 ｍ

千円

ｍ

千円

縄

その他

河川

ｍ

千円

ｍ

千円

丸太

小計

ｍ

千円

ｍ

千円

その他

合 計

㎡

戸

千円

㎡

戸

千円

功労者の氏名年齢

所属及び功績

備 考 堤防の決壊等があった時その原因（水防作業者の立場より見て記入）

水防活動対する自己批判（管理団体で記入）
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別表 １０

水防資材受払簿

品

名

単位 呼称

年月日 出納命令印 摘 要（用途） 単価 受 払 残 受領者印
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別表 １１

市内避難所一覧表

◎ 指定緊急避難場所

災害が発生し、又は発生のおそれがある場合に、円滑かつ迅速に安全を確保するため

に短時間滞在させる避難場所であり、自治会長と協議し地区の公民館を使用する。ただ

し、対象の災害により、別途自治会等と協議のうえ避難場所を変更する場合がある。

◎ 指定避難所

災害が発生した場合に、避難した住民や、被災した住民等を一定期間滞在させる公共

施設等の避難所。

※ ただし、台風等の暴風時や緊急を要する場合等災害の状況によっては、その他の公共

施設を避難所として使用する｡

◎ 指定福祉避難所

大規模な災害で、避難生活が長期化し、障がい者等の要配慮者が一般の避難所では支

障がある場合には、次の施設を「福祉避難所」として使用する。

※要配慮者

「高齢者、障がい者、乳幼児

その他の災害時に配慮を要する

者」をいう（災害対策基本法第

８条第２項第１５号）。

施 設 名 所 在 地 電話番号

対象の災害

洪水 土砂災害 地震 高潮 大規模

火災

① 中間東小学校 中尾４-２-１ 244-3133 ○ ○ ○ ○ ○

② 中間東中学校 扇ヶ浦３-２ 244-3533 ○ ○ ○ ○ ○

③ 希望が丘高等学校 土手ノ内3-19-１ 245-0481 ○ ○ ○ ○ ○

④ 中間西小学校 弥生２-１-１ 245-3900 ○ ○ ○ ○ ○

⑤ 体育文化センタ－ 蓮花寺３-１-５ 246-2800 × ○ × × ○

⑥ 中間小学校 長津１-２６-１ 244-3100 × ○ ○ × ○

⑦ 中間北小学校 岩瀬３-２-１ 244-3144 ○ ○ ○ ○ ○

⑧ 中間北中学校 岩瀬３-４-１ 244-3522 ○ × × ○ ○

⑨ 中間南小学校 通谷５-１４-１ 244-3155 ○ ○ ○ ○ ○

⑩ 中間南中学校 朝霧５-２-１ 245-4250 ○ ○ ○ ○ ○

⑪ 中間中学校 垣生５１０番地 244-3500 ○ ○ ○ ○ ○

⑫ 底井野小学校 上底井野825番地 244-3122 × ○ ○ × ○

⑬ なかまハーモニーホ

ール
蓮花寺３-７-１ 245-8000 × ○ ○ × ○

施 設 名 所 在 地 電話番号

⑭ 総合会館

（ハピネスなかま）
通谷１-３６-１０ 245-8686

⑮ 地域交流センター 垣生６６０番地１ 245-4665



別表１２の２ 非常時の避難所

非常時の避難所（中間市全図）
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資料１

中間市防災会議委員

役 職 名 電 話 番 号

会長 中間市長 ２４４－１１１１

委員 国土交通省遠賀川河川事務所遠賀川下流出張所 所長 ２０１－１６７５

〃 陸上自衛隊第４０普通科連隊 第２中隊長 ９６２－７６８１

〃 福岡県北九州県土整備事務所 所長 ６９１－２７６４

〃 福岡県八幡農林事務所 所長 ６０１－８８５１

〃 福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所 所長 ０９４０－３６－２０４５

〃 福岡県警折尾警察署 署長 ６９１－０１１０

〃 九州電力送配電（株）八幡配電事業所 所長 ６８１－１２８１

〃 西日本電信電話（株）九州支店 災害対策室室長 ０９２－４７６－６１６１

〃 九州旅客鉄道（株）JR九州直方駅 駅長 ０９４９－２２－２９６１

〃 中間市社会福祉協議会 会長 ２４４－１２３０

〃 中間市自治会連合会 会長

〃 中間市婦人会 会長

〃 中間市民生委員児童委員協議会 会長

〃 中間市ボランティア連絡協議会もやいの会 会長

〃 一般社団法人ひびき青年会議所 副理事長 ２４６－２３９６

〃 中間市副市長 ２４４－１１１１

〃 〃 教育委員会教育長 〃

〃 〃 総務部長 〃

〃 〃 総務部参事 〃

〃 〃 未来創造部長 〃

〃 〃 建設産業部長 〃

〃 〃 建設産業部参事 〃

〃 〃 保健福祉部長 〃

〃 〃 保健福祉部参事 〃

〃 〃 環境上下水道部長 〃

〃 〃 市民部長 〃

〃 〃 教育部長 〃

〃 〃 議会事務局長 〃

〃 〃 消防長 ２４５－０９０１

〃 〃 消防署長 〃

〃 〃 消防団長 〃

〃 〃 保健師 ２４４－１１１１
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資料２

中間市防災会議幹事

役 職 名

総務課長 生活支援課長

総務課主幹 人権男女共同参画課長

財政課長 選挙管理委員会事務局長

契約課長 議会事務局次長

公共施設管理課長 建設課長

企画課長 都市計画課長

企画課主幹 商工観光課長

デジタル推進課長 商工観光課主幹

会計課長 農業政策課長

監査委員事務局長 下水道課長

市民課長 環境保全課長

市民課主幹 教育総務課長

課税課長 学校教育課長

収納課長 生涯学習課長

こども未来課長 上水道課長

介護保険課長 上水道課主幹

介護保険課主幹 消防本部総務課長

福祉支援課長 消防本部警防課長

福祉支援課主幹 消防本部予防課長

医療保険課長 安全安心まちづくり課長

健やか育成課長 安全安心まちづくり課主幹
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資料３

中間市消防団幹部名簿

格納庫管理人名簿

階 級 氏 名 電 話 番 号 携 帯 番 号

団 長

副 団 長

〃

本 部 々 長

第１分団分団長

〃 副分団長

第２分団分団長

〃 副分団長

第３分団分団長

〃 副分団長

第４分団分団長

〃 副分団長

第５分団分団長

〃 副分団長

機能別分団長

機能別副分団長

氏 名 電 話 番 号

第１分団格納庫

第２分団格納庫

第３分団格納庫

第４分団格納庫

第５分団格納庫
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資料４

公 用 車 両 等 調 べ

（令和５年４月１日現在）

種 別 数量 呼称 管理者 備 考

消防関係車両 １６ 台 消防署

ポンプ車１、タンク車２、

救助工作車１、はしご車１、

トラック２、訓練指導車１、

救急車３、救急予備車２、

署指揮車１、公用車２、

〃 ７ 〃 消防団
ポンプ車５、団指揮車１、

資機材搭載車１

マイクロバス ２ 〃 市役所

普通乗用車 １４ 〃 市役所

〃 １ 〃 環境上下水道部

トラック普 ３ 〃 市役所

〃 １ 〃 環境上下水道部

トラック軽 １ 〃 市役所

トラック軽 ２ 〃 環境上下水道部

軽自動車 ６３ 〃 市役所

〃 １４ 〃 環境上下水道部 貨物１２台

給水タンク車 １ 〃 環境上下水道部

救助用ボ－ト ２ 艘 消防署 ゴム製２

無線基地局 １ 局 市役所

〃 １ 〃 消防署

〃 １ 〃 環境上下水道部

なかまコミュニティ無線（子局） ４７ 〃 市役所

無線陸上移動局 １６ 〃 消防署

〃 ８ 〃 環境上下水道部

携帯無線機 ４ 台 市役所

〃 ６３ 〃 消防署

〃 １５ 〃 消防団

〃 ６ 〃 環境上下水道部
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資料５

排水施設等一覧表

１ 中間市が管理している排水施設

２ 国土交通省が管理している排水施設

３ ポンプ座連絡先

施 設 名
操 作 担 当 者

住 所 氏 名 電 話 番 号

離駒排水門 土手ノ内一丁目23-5

深坂 〃 中尾二丁目12-14

黒川 〃 深坂一丁目15-33

岩崎 〃 〃

下大隈 〃 土手ノ内二丁目20-1-102

出原ポンプ場 土手ノ内二丁目4番

岩瀬揚水機場 中間一丁目1-1 中間市建設課 ２４４－１１１１

施 設 名 箇 所
操 作 担 当 者

氏 名 電 話 番 号

曲川排水機場 遠賀郡水巻町二西三丁目10-1

笹尾川排水機場 八幡西区大字楠橋

ポ ン プ 座 名 箇 所 電 話 番 号

曲 川 遠賀郡水巻町二西三丁目10-1 ２０３－１１４０

朳 〃 立屋敷一丁目9-3 ２０１－１３１５

鯨 瀬 北九州市八幡西区大字浅川 ２０１－３３９５
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４ 福岡県（北九州県土整備事務所）が管理している水門及び排水施設

（１） 水 門

（２） 排水施設

河 川 名 水 門 名

曲川 ～ 江川 鯨瀬樋門

黒川 ～ 遠賀川 唐戸水門１号

黒川 ～ 新々堀川 唐戸水門２号

（稲荷水門）

笹尾川 ～ 遠賀川 土手ノ内水門１号

笹尾川 ～ 新堀川 土手ノ内水門２号

排 水 施 設 箇 所

排水施設は水防上の影響が大きいので管轄県土整備事務所長及び管理受託者は適正な操作を行うものと

する。

施設名 河川名 箇 所
諸 元

管理受託者
動力種別 馬 力 排水量

広渡排水機場 吉 原 川
遠賀郡遠賀町

大字広渡
ディーゼルエンジン ２５０ps×3

6.8㎥/s×2

5.1㎥/s×2
遠 賀 町

新々堀川

排水機場
新々堀川

北九州市八幡西区

中須一丁目2－41

ディーゼルエンジン

電 動

７００ps×3

５５Kw×1

10㎥/s×4

1㎥/s×1
北九州市

鯨瀬排水機場 曲 川
北九州市八幡西区

三ツ頭二丁目26－1
ディーゼルエンジン

６４０ps×1

６２０ps×1

３１０ps×1

10㎥/ｓ×2

5㎥/ｓ×1

水 巻 町

朳排水機場 曲 川
遠賀郡水巻町

立屋敷一丁目9－3

ディーゼルエンジン

〃

〃

電 動

〃

４５０ps×1

３８０ps×1

２７０ps×1

２００ps×1

１００ps×1

4.5㎥/s×1

4.0㎥/s×2

3.0㎥/s×1

3.0㎥/s×1

1.5㎥/s×1

水 巻 町


